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３つの音声教材製作団体の発表から 
・教科書等が読めない（読みにくい） 
 →学びのスタートラインにつけない 
 →「学ぶ機会」を確保すること 
 →「理解できるようになった。」「やる気
になった。」（心理的負担軽減） 
・学び方、困難さには「個人差」がある 
 →利用者には教育的効果が出ている 
 →どのような子どもに何を、どこで、どの
ように活用するか 
・開発者の多様なデザインをもとに、 
  使い方は 利用者がきめる 
 →「自己選択」と「自己決定」 



２つの事例発表から① 

 

 ・学校全体での環境づくり 
  職員室の環境 

  普及のためには教職員研修も重要 
  →身近かなものに（「入り口に誘う。」） 
・読み書きの困難さは子ども一人一人その背景や要因 
 が異なる。 
  →使用しやすくなるよう 機器の選択、使い方 工夫 
  →実態に応じて適宜繰り返し活用 

・個別指導の場から通常の学級へ 

香芝市立下田小学校 村上先生の報告から 



３つの事例発表から② 

 

 

・教科書等を読めないことは「学びのスタートライン」につけ
ないこと。 

 →「代替手段で、学びにチャレンジ」 
 →VTR「勉強は楽しい。」「これがあるから大丈夫。」 
・読み書きの困難さは子ども一人一人その背景や要因 

 が異なる。 
  →多様なアセスメントツール、支援ツールの活用 
・気づきから高校、大学・・・生涯にわたって 

・「次の後輩たちに、『道』がつくれた。」 
◎「学びのスタートを切るために」 の視点 
   本人、教師、学校 

東大先端研  門目様の報告から 



音声教材を普及させるために 

「障害」の捉え方 



障害者権利条約の 
内容と構成 

○前文 ２５項目 
○条文 ５０か条 

全体を貫いていること 

○「障害のない市民との平等の実現」 
   差別や偏見をなくすことを特に大切にしている 

○「障害の捉え方」 
   機能面の障害だけではなく、障害のある人を 
  取り巻く環境との関係 



障害の捉え方（権利条約 前文 ｅ項） 

障害が発展する概念であることを認め、ま
た、障害が、機能障害を有する者とこれら
の者に対する態度及び環境による障壁と
の間の相互作用であって、これらの者が
他の者との平等を基礎として社会に完全
かつ効果的に参加することを妨げるもの
によって生ずることを認め、 



周囲の環境 

相互作用 



音声教材を普及させるために 

→ 場面（状況）による使い方の違い、 
  オプション、カスタマイズ 

  ・通級のような個別指導の場の活用 

  ・家庭学習における活用 

  ・通常の学級における活用 

  ・通常の学級で誰でも使える授業づくり 

  ・異なる学び方を認め合える学級づくり 

            → 校内における共通理解 

            → 教育委員会を主体とした研修機会 

            → 関係機関、保護者との連携 

 



音声教材を普及させるために 

 ○学習支援のためのアセスメント 

  ・つまずきの把握と支援の必要性 
 

 ○特性理解から主体的な学びへ 

  ・本人の教育的ニーズの把握 
 

 ○「わかる」「できる」が肯定感・効力感に 

  ・学習評価のフィードバック 

 

 活用による子どもと教師の成功体験 

 

 



学習支援のためのアセスメント 

    Ａ 認知特性のアセスメント 

     Ｂ 行動特性のアセスメント 

     Ｃ 教科学習のアセスメント 

 

          →①個別の様子と集団での様子 

          →②推測できるつまずきの要因 

          →③指導の方針（個別で、集団で） 

 



「わかる」「できる」に向けて 

メソッド 
（何を使い、どう教えるか） 

グランドデザイン 
（どのような授業をつくるか） 

アセスメント 
（子どもを知る・クラスを知る） 



授業のユニバーサルデザイン化 

学びのユニバーサルデザイン 

全員が楽しく「わかる・できる」授業が、誰でも、繰り返し
何度でもできるように（再現性の確保） 授業づくりの
工夫  ①「焦点化」②「視覚化」③「共有化」  

誰にでも使える（一人のためでなく、一つの方法を全て
に当てはめるのでもない）個々のニーズに応じて調整が
できる、より多様でより柔軟な目標、方法の提供 
  ①情報提示 ②行動と表出 ③取り組み方 



「わかる」「できる」が肯定感・効力感 

自己肯定感・自己効力感 
（自己理解、自己認識、情緒的安定を基盤に） 

ソーシャル・スキル（技能） 
（対人関係、コミュニケーション・スキルを含め） 

学習能力（知識・理解） 
（子ども・保護者・教師のニーズを考慮して） 



特性理解から主体的な学びへ 

動機付け 
（学習意欲） 

メタ認知 
（自己理解） 

本人の願い 
(ニーズ把握) 

自分の特性がわかり、 
自分なりの対処の仕方を身に付けることが 
できるように主体的な学びを支援する。 
自分に合った方略がわかるように。 
合理的配慮のための意思表明へ。 

学習方略 
(認知・情意) 



合理的配慮により学び方が変わる 

「意思の表明」 
・自分に必要な合理的配慮について表明できること 
・自分が力を発揮できる環境と方法がわかること 
 

「実態把握と基礎的環境整備に基づく判断・決定」 
・十分な教育が受けられるための合理的配慮かを判断 
 

「定期的な評価と見直し」 
・必要な合理的配慮により適応状況が改善していく 
・教育的ニーズが変われば合理的配慮も変わっていく 
・自分の特性に関する自己理解が促されていく 



・ＩＣＴ 

   ・Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ  and 

   ・Communication 
   ・Technology 

ＩＣＴからＩＣＴへ 

ICT 
・Individualized 個々の 

・Characterized 特性に応じた 

・Tool by the disability 支援機器 へ 



国立特別支援教育総合研究所 

特別支援教育教材ポータルサイト（支援教材ポータル） 
h t t p : / / k y o z a i . n i s e . g o . j p /  

「教材・支援機器」をキーワード
や条件で絞り込んで検索します 

「実践事例」をキーワードや 
条件で絞り込んで検索します 

「教材・支援機器」と「実践事例」が相互に参照できるようになっています。 

支援機器等教材普及促進事業 

支援教材ポータル 

http://kyozai.nise.go.jp/


ｉライブラリー 

NISE  

http://forum.nise.go.jp/library/ 



発達障害教育情報センターＷｅｂサイト 

NISE  

http://icedd.nise.go.jp 



教材展示室 

NISE  



http://inclusive.nise.go.jp/ インクルＤＢ 

http://inclusive.nise.go.jp/

